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良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
医
師
の
長
時
間
労
働
等
の
状
況
に
鑑
み
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推

進
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
都
道
府
県
知
事
は
、
提
供
す
る
医
療
の
性
質
上
、
勤
務
す
る
医
師
が
や
む
を
得
ず
長
時
間
労
働
と
な
る
病
院
又
は
診
療
所

を
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
の
申
請
に
よ
り
、
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
、
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
、

技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
又
は
特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
指
定
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所

の
管
理
者
は
、
労
働
時
間
短
縮
計
画
を
定
め
、
医
師
の
労
働
時
間
の
短
縮
の
た
め
の
取
組
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
管
理
者
は
、
予
定
労
働
時
間
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
特
定
対
象
医
師
に
対
し
、
当
該
特
定
対
象
医
師
ご
と
に
業
務

の
開
始
か
ら
一
定
時
間
を
経
過
す
る
ま
で
に
、
一
定
の
継
続
し
た
休
息
時
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
各
月
の
労
働
時
間
の
状
況
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
医
師
に
対
し
、
医
師
に
よ
る
面

接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二

三
、
診
療
放
射
線
技
師
等
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
範
囲
を
拡
大
す
る
。

四
、
大
学
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
っ
て
、
共
用
試
験
に
合
格
し
た
も
の
は
、
臨
床
実
習
に
お
い
て
一
定
の
医
業

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
大
学
に
お
い
て
医
学
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
は
、
共
用
試
験
に
合
格
し
な

け
れ
ば
、
医
師
国
家
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
、
医
療
計
画
の
記
載
事
項
に
新
興
感
染
症
等
の
感
染
拡
大
時
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
。

六
、
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
た
め
の
事
業
の
実
施
に
関
す
る
都
道
府
県
計
画
に
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け

た
医
療
機
関
（
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
た
め
に
病
床
数
の
変
更
を
伴
う
取
組
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）
の
運
営
の
支
援
に
関
す
る
事
業
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
。
国
は
、
都
道
府
県
が
基
金
か
ら
支
弁
す
る
当

該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
係
る
必
要
な
資
金
の
全
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
外
来
医
療
を
提
供
す
る
一
般
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
提
供
す
る
外
来
医
療
の
う
ち
、
医
療
資

源
を
重
点
的
に
活
用
す
る
外
来
医
療
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
持
分
の
定
め
の
な
い
医
療
法
人
へ
の
移
行
に
関
す
る
計
画
の
認
定
期
限
を
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


